
 

                  教示 

   

１ 審査請求について 

 この計画について不服がある場合は、縦覧期間満了の日の翌日から起算して１５日以内に、

埼玉県知事に対して審査請求をすることができます。 

  

２ 取消訴訟について 

 この処分の取消しの訴えは、この処分があったことを知った日（１の審査請求をした場合

は、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日）の翌日から起算して６か月以内に、

埼玉県を被告として提起しなければなりません。この場合、当該訴訟において埼玉県を代表

する者は、埼玉県知事です。 

 ただし、この処分があったことを知った日（１の審査請求をした場合は、当該審査請求に

対する裁決があったことを知った日）の翌日から起算して６か月以内であっても、この処分

の日（１の審査請求をした場合は、当該審査請求に対する裁決の日）の翌日から起算して１

年を経過したときは、処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。 

 


